
井上専門委員提出資料 

－福祉用具分野における ICF の活用－ 

 

国立障害者リハビリテーションセンター 井上 剛伸 

 

福祉用具分野における ICF の活用について、事例を紹介する。 

 

・福祉用具の分類と用語に関する国際規格(ISO9999)は、用語および大分類項目 

において、ICF との整合性が図られている 

 

・ISO9999 における福祉用具の定義は、ICF の概念および用語を基にしたものと 

なっている 

  assistive product 

any product (including devices, equipment, instruments and software), 

especially produced or generally available, used by or for persons 

with disability 

     ⎯ for participation; 
     ⎯ to protect, support, train, measure or substitute for body 

functions/structures and activities; or 

     ⎯ to prevent impairments, activity limitations or participation  
restrictions 

 

・ドイツの福祉用具のデータベース(REHADAT)では、製品に ISO9999 のコードと 

ICF のコードがふられている （別紙１参照） 

 

・福祉用具に関する話題ではないが、ドイツでは国連障害者権利条約を考慮し、

参加の機会や自己決定を促進することを目的に、2018 年 1 月 1 日から、”Act 

to Strengthen the Participation and Self-determination of Persons with 

Disabilities”という法律が施行されている。その中では、包括的支援が謳

われており、そのサービス決定において、ICF を基にした評価ツールによるニ

ーズ把握を行う事が示されている。 （別紙２参照） 
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別紙１  ドイツの福祉用具データベース REHADAT の製品情報画面 

 

 



別紙２   

 

 


